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(57)【要約】
　医療用患者モニタリングシステムのグラフィカルユー
ザインターフェースによって、従来の患者モニタリング
システムでは利用することができなかった様式で、医療
従事者が、患者の病歴データを見て、操作することがで
きる。グラフィカルユーザインターフェースは、患者の
病歴データを、特定のズームレベルで調整したデータの
フォーマットでズームインまたはズームアウトすること
ができる。表示された患者の病歴データの複数のレーン
が、グラフィカルユーザインターフェースに表示されて
もよく、複数のシグナルが、１つのレーンに表示されて
もよい。心電図ストリップビューは、所望な場合、患者
の病歴データを従来のストリップビューの形態で存在さ
せることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブベースの医療用患者モニタリングシステムであって、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサに連結し、患者の病歴データを受信し、表示するための命令
が保存されている、メモリとを備えており、実行すると、前記１つ以上のプロセッサに、
　　患者の病歴データを受信させ、
　　グラフィカルユーザインターフェースに、選択した患者の病歴データを表示させる命
令を含んでおり、前記グラフィカルユーザインターフェースは、
　　　患者を特定する情報を表示するように適応した、患者のペインと、
　　　前記患者のペインで特定された患者に関連する患者の病歴データの所定の期間のレ
ーンを表示するように構成され、前記レーンに表示される前記患者の病歴データのフォー
マットが、ズーミングレベルに基づいて自動的に調整される、シグナルペインと、
　　　前記シグナルペイン中の患者の病歴データの表示を制御するように適応した、コン
フィギュレーションペインと、
　　　利用可能な病歴データの選択可能な指標を表示するように構成された、ナビゲーシ
ョンペインとを備える、ウェブベースの医療用患者モニタリングシステム。
【請求項２】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、ユー
ザ入力に応答した患者の病歴データをパンさせるか、またはスクロールさせる命令を含む
、請求項１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項３】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、閾値
ズーミングレベルを超えるズーミングレベルに応答してレーンのタイムサブインターバル
についてのボックスプロットと、閾値ズーミングレベルより小さいズーミングレベルに応
答した波形を表示させる命令を含む、請求項１に記載の医療用患者モニタリングシステム
。
【請求項４】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、ボックスプロットを表示させる命令が、さら
に、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、ボックスプロットと、ボックスプロッ
トに対応する分布情報を示すバイオリンプロットを表示させる命令を含む、請求項３に記
載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項５】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記
患者の病歴データに対応するアラーム境界を表示させる命令を含む、請求項１に記載の医
療用患者モニタリングシステム。
【請求項６】
　前記命令が、さらに、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記シグナルペイ
ンのレーンにおける患者に関連するイベントをプロットさせる命令を含む、請求項１に記
載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項７】
　前記患者に関連するイベントが、実験室での結果または前記患者への医薬の提供を含む
、請求項６に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項８】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記
シグナルペインのストリップビューレーンに患者の心電図データを表示させる命令を含み
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、前記ストリップビューレーンが、心電図デバイスからのストリップの印刷に対応するよ
うな構成である、請求項１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項９】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、ストリップビューレーンに患者の心電図デー
タを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記ストリップビ
ューレーンにキャリパラインの対を表示させる命令を含み、前記ストリップビューが、前
記キャリパラインの対の下でパン可能であるか、またはスクロール可能である、請求項８
に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項１０】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、前記シグナルペインのレーンに患者の病歴デ
ータを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記患者の病歴
データを自動的にスケール変更させる命令を含む、請求項１に記載の医療用患者モニタリ
ングシステム。
【請求項１１】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、前記シグナルペインのレーンに患者の病歴デ
ータを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記レーンに複
数の患者の病歴データを表示させ、自動的にスケール変更して前記複数の患者の病歴デー
タを表示させる命令を含む、請求項１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項１２】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、アラ
ームレベルのヒストグラムとしてアラームデータを表示させる命令を含む、請求項１に記
載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項１３】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、キャ
リパの対をキャリパ幅で表示させ、前記シグナルペインのレーンに沿って前記キャリパ幅
で空間があけられたシャドウキャリパの列を表示させる命令を含む、請求項１に記載の医
療用患者モニタリングシステム。
【請求項１４】
　内科患者をモニタリングする方法であって、
　ウェブベースのグラフィカルユーザインターフェースのシグナルペインのレーンに患者
の病歴データを表示することと、
　ズーミングレベルに基づき、表示された患者の病歴データのフォーマットを自動的に調
整することと、
　ユーザ入力に応答して、前記表示された患者の病歴データをパンするか、またはスクロ
ールすることと、
　複数の利用可能な患者の病歴データの種類から、前記患者の病歴データを選択すること
とを含む、方法。
【請求項１５】
　前記表示された患者の病歴データのフォーマットが、ボックスプロットと、前記ボック
スプロットに対応する分布情報を示すバイオリンプロットを含む、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記患者の病歴データに対応するアラームの境界を表示することをさらに含む、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の方法であって、
　波形ではない患者に関連するイベントを前記シグナルペインの第２のレーンに表示する
ことをさらに含む、方法。
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【請求項１８】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記グラフィカルユーザインターフェースのナビゲーションペインに、利用可能な患者
の病歴データの種類を表示することと、
　ユーザ入力に応答して、前記シグナルペインのレーンに表示するための利用可能な患者
の病歴データの種類から、ある種類の患者の病歴データを選択することとをさらに含む、
方法。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の方法であって、前記患者の病歴データが、心電図データを含み、さ
らに、
　心電図ストリップビューとして前記レーンを表示することを含む、方法。
【請求項２０】
　前記レーンの前記心電図データを自動的にスケール変更することをさらに含む、請求項
１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記心電図ストリップビューのキャリパラインの対を表示することをさらに含む、請求
項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記キャリパラインの対の下で、前記心電図ストリップビューをパンするか、またはス
クロールすることをさらに含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記シグナルペインが、複数のレーンを含み、それぞれが、異なる１つ以上の種類の患
者の病歴データを表示する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
　前記患者の病歴データが、患者のアラームデータ歴を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記患者の病歴データを表示することが、前記患者のアラームデータ歴のヒストグラム
を表示することを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記患者の病歴データが、波形ではないデータを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記波形ではないデータが、実験室での結果または医薬の提供を含む、請求項２６に記
載の方法。
【請求項２８】
　請求項１４に記載の方法であって、さらに、
　前記患者の病歴データの上に、キャリパ幅でキャリパラインの対を表示させることと、
前記患者の病歴データの上に、前記キャリパ幅の間隔でシャドウキャリパの列を表示させ
ることと、
　前記キャリパラインの対と、前記シャドウキャリパの列を除去することとを含む、方法
。
【請求項２９】
　前記グラフィカルユーザインターフェースのコンフィギュレーションペイン中で患者を
選択することをさらに含み、前記患者の病歴データが、前記選択した患者に対応する患者
の病歴データである、請求項１４に記載の方法。
【請求項３０】
　一時的ではないコンピュータ可読媒体であって、医学的な患者の病歴情報をモニタリン
グするための命令が保存されており、実行されると、医療用患者モニタリングシステムに
、
　モニタリングされた患者に関連する患者の病歴データを選択させ、
　前記選択した患者の病歴データを、ウェブベースのグラフィカルユーザインターフェー
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スに表示させ、前記グラフィカルユーザインターフェースが、
　　複数のレーンを含み、それぞれが、前記モニタリングされた患者に対応する前記選択
した患者の病歴データの所定の時間間隔を表示するような構成のシグナルペインを含み、
グラフィカルユーザインターフェースが、ズーミングレベルに基づき、前記選択した患者
の病歴データのフォーマットを自動的に調整する、一時的ではないコンピュータ可読媒体
。
【請求項３１】
　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、ユーザ
入力に応答して患者の病歴データをパンさせるか、またはスクロールさせる命令を含む、
請求項３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項３２】
　前記フォーマットが、閾値ズーミングレベルを超えるズーミングレベルに応答するタイ
ムサブインターバルについてのボックスプロットを含み、前記フォーマットが、前記閾値
ズーミングレベルを超えないズーミングレベルに応答して前記患者の病歴データの波形を
含む、請求項３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項３３】
　前記フォーマットが、さらに、前記患者の病歴データの分布を示す前記タイムサブイン
ターバルについてのバイオリンプロットを含む、請求項３２に記載の一時的ではないコン
ピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、
　前記患者の病歴データに対応するアラームの境界を表示させる命令を含む、請求項３０
に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、
　前記シグナルペインの複数のレーンの１つのレーンに、患者に関連するイベントをプロ
ットさせる命令を含む、請求項３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記患者に関連するイベントが、実験室での結果または医薬の提供を含む、請求項３５
に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記患者の病歴データが、心電図データを含み、実行されると、前記医療用患者モニタ
リングシステムに、心電図ストリップビューに前記患者の病歴データを表示させる命令を
含む、請求項３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記グラフィカルユーザインターフェースが、さらに、ニューザ入力に応答して配置さ
れるキャリパの対を含む、請求項３７に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療データ処理の分野に関し、特に、患者の病歴データを表示するためのユ
ーザインターフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医師、看護師および他の医療従事者は、患者のために患者の病歴データを見たいという
欲求をもつことが多い。従来の医療情報システムには、よく見積もっても、患者の病歴デ
ータを見るための能力に限界があった。これは、一部には、患者の病歴データを集め、保
存することが困難であったというだけではなく、患者の病歴データを見ることができるユ
ーザインターフェースが、望ましい柔軟度で、望ましい組み合わせでデータを示すことが
できなかったからである。医療従事者は、患者の病歴データを望ましい形で表示するため
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のより良いユーザインターフェースを見つけるだろう。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成しているが、詳細な記載
と共に、本発明と一致する利点および原理を説明するのに役立つ、本発明と一致する装置
および方法の実施を示している。図面において、
【０００４】
【図１】一実施形態に係る複数レーンの患者の病歴データを有するユーザインターフェー
スを示すスクリーンショットである。
【０００５】
【図２】異なる実施形態に係る、たった１つのレーンの患者の病歴データを有するユーザ
インターフェースを示すスクリーンショットである。
【０００６】
【図３】一実施形態に係る病歴アラームデータを示す図１のユーザインターフェースを示
すスクリーンショットである。
【０００７】
【図４】一実施形態に係る病歴アラームデータのヒストグラムのレーンを表示する図１の
ユーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【０００８】
【図５】一実施形態に係る実験室データ歴または医療データ歴を表示するレーンを有する
図１のユーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【０００９】
【図６】一実施形態に係るストリップビューに３つのレーンを有する図１のユーザインタ
ーフェースを示すスクリーンショットである。
【００１０】
【図７】別の実施形態に係るストリップビューを示すスクリーンショットである。
【００１１】
【図８】一実施形態に係る心電図データ歴のレーンを有する図１のユーザインターフェー
スを示すスクリーンショットである。
【００１２】
【図９】一実施形態に係る患者の病歴データおよびガードレールのレーンを有する図１の
ユーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【００１３】
【図１０】一実施形態に係る複数の期間での患者の病歴データのレーンを有する図１のユ
ーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【図１１】一実施形態に係る複数の期間での患者の病歴データのレーンを有する図１のユ
ーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【図１２】一実施形態に係る複数の期間での患者の病歴データのレーンを有する図１のユ
ーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【図１３】一実施形態に係る複数の期間での患者の病歴データのレーンを有する図１のユ
ーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【図１４】一実施形態に係る複数の期間での患者の病歴データのレーンを有する図１のユ
ーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【図１５】一実施形態に係る複数の期間での患者の病歴データのレーンを有する図１のユ
ーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【００１４】
【図１６】一実施形態に係るボックスプロット形態での患者の病歴データを示す、別の実
施形態に係るユーザインターフェースを示すスクリーンショットである。
【００１５】
【図１７】一実施形態に係るグラフィカルユーザインターフェースにおいて患者の病歴デ
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ータを表示し、操作するための手順を示すフローチャートである。
【００１６】
【図１８】一実施形態に係る病院システムによって使用されるデバイスのネットワークを
示すブロック図である。
【００１７】
【図１９】１つ以上の実施形態を実施する際に使用するためのコンピュータシステムを示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の記載には説明のための本発明を十分に理解するための、多くの具体的な詳細が記
載される。しかし、当業者は、これらの具体的な詳細がなくても本発明を実施し得ること
は明らかであろう。他の場合では、本発明を曖昧にするのを避けるために、構造およびデ
バイスは、ブロック図の形態で示される。添え字のない数に対する参照は、参照番号に対
応する全ての添え字の場合の参照であると理解される。さらに、本開示で使用される言語
は、主に、読みやすさおよび教育的な目的で選択されるものであり、本発明の特定事項を
描写し、または輪郭を描くために選択されたものではなく、このような本発明の主題を決
定する必要があるのは、特許請求の範囲である。明細書中の「一実施形態」または「ある
実施形態」との言及は、その実施形態に関連して記載される特定の特徴物、構造または特
徴が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味しており、「一実施形態
」または「ある実施形態」との複数の言及は、必ずしも同じ実施形態を全て参照すると理
解すべきではない。
【００１９】
　「１つの（a）」、「１つの（an）」および「その（the）」との用語は、明示的にその
ように定義されていない限り、単数の物質を指すことを意図しておらず、説明のために使
用可能な具体例の一般的な分類を含んでもよい。したがって、「１つの（a）」または「
１つの（an）」といった用語の使用は、「１つ」、「１つ以上」、「少なくとも１つ」、
「１つまたは１つより多く」を含め、少なくとも１つである任意の数を意味する。
【００２０】
　「または」との用語は、代替物が互いに排他的であると示されていない限り、代替物の
全てを含め、代替物のいずれかと、代替物の任意の組み合わせを意味する。
【００２１】
　「～の少なくとも１つ」との句は、項目のリストと組み合わせると、リストからの１つ
の項目、またはリストの項目の任意の組み合わせを意味する。この句は、明示的にそのよ
うに定義されていない限り、列挙された項目の全てを必要としない。
【００２２】
　本明細書で使用される場合、「コンピュータシステム」との用語は、コンピュータシス
テムで、またはコンピュータシステムによって行われるように記載される機能を行うため
の１つのコンピュータまたは一緒に機能する複数のコンピュータを指していてもよい。
【００２３】
　本明細書で使用される場合、「処理要素」との用語は、示された作業を行うようにプロ
グラムされていてもよい１つのハードウェア処理要素または複数のハードウェア処理要素
を指していてもよい。ハードウェア処理要素は、物理的なハードウェアデバイスにのせら
れたバーチャルにプログラム可能なデバイスのバーチャルなハードウェア処理要素として
実装されていてもよい。プログラムを実行するときに、処理要素がある作業を行うための
命令は、指定した作業を行うためにその処理要素のいずれかまたは全てをプログラムして
もよい。処理要素が、１つ以上のマルチコアプロセッサである場合、プログラムを実行す
るときに処理要素がある作業を行うための命令は、指定した作業を行うためにその複数の
コアのいずれかまたは全てをプログラムしてもよい。
【００２４】
　本明細書で使用される場合、「媒体」との用語は、媒体に記憶されるように記載された
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情報を格納する１つの物理的な媒体または複数の媒体を指していてもよい。
【００２５】
　本明細書で使用される場合、「メモリ」との用語は、媒体に記憶されるように記載され
た情報を格納する１つのメモリデバイスまたは複数のメモリデバイスを指していてもよい
。メモリは、任意の種類の記憶デバイスであってもよく、ランダムアクセスメモリ、リー
ドオンリーメモリ、光学ディスクドライブおよび電磁気ディスクドライブを含む。
【００２６】
　本明細書で使用される場合、「グラフィカルユーザインターフェース」（「ＧＵＩ」）
との用語は、ヒトと機械の相互作用のための能力を与えるインタラクティブ型グラフィカ
ルディスプレイを指し、ユーザは、表されるデータの種類に適したインタラクションを可
能にするグラフィカルウィジェットの使用によって、機械を操作することができる。
【００２７】
　本明細書で使用される場合、「ウィジェット」との用語は、ＧＵＩを用いたインタラク
ションのソフトウェア制御要素（例えば、ボタンまたはスクロールバー）を表す。表示さ
れるソフトウェア制御要素に加え、ウィジェットは、例えば、マウスボタンをクリックす
ることによる、またはキーボードのキーを押すことによる、ウィジェットを用いたインタ
ラクションによって示される活動を行うためのソフトウェアを含む。
【００２８】
　本明細書で使用される場合、「レーン」との用語は、１つ以上の種類のデータを表示す
るために使用されるＧＵＩの水平または垂直の領域を指す。ＧＵＩの実施形態は、複数の
レーンを可能にしてもよく、いくつかの実施形態では、ＧＵＩは、ユーザが、ＧＵＩによ
って表示されるデータのレーンの数を変えることを可能にするだろう。
【００２９】
　本明細書で使用される場合、「ペイン」との用語は、ＧＵＩのセクションを指し、典型
的には、共通の機能または関連する機能を有するグラフィカルウィジェットを含むセクシ
ョンを指す。ペインは、いくつかの実施形態では、１つ以上のレーンを含んでいてもよい
。
【００３０】
　本明細書で使用される場合、「ウェブベース」との用語は、クライアントＧＵＩがウェ
ブブラウザで動くソフトウェアを指す。種々の実施形態では、いくつかの処理が、ウェブ
ブラウザソフトウェアを実行するクライアントにウェブページを与えるウェブサーバによ
って行われてもよいが、他の処理は、そのウェブページによって含まれるか、リンクされ
ているクライアント側のソフトウェアを用い、クライアントによって行われてもよい。
【００３１】
　本明細書で使用される場合、「患者の病歴データ」との用語は、医療機関において、あ
る期間に患者に対応して集められた患者のデータを指し、その時刻にリアルタイムで集め
られてもよい生理学的データを含む。患者の病歴データの表示は、ＧＵＩに表示される期
間に応じて、リアルタイムのその時点の患者のデータを含んでいてもよく、含んでいなく
てもよい。患者のデータは、その下にあるプラットフォームによって捕捉され、管理され
る任意のシグナル（例えば、デバイスデータ、アラーム、アラームの境界、生理学的デー
タ、実験室での結果、医薬、入院、退院および転院（ＡＤＴ）の記録）を含んでいてもよ
い。
【００３２】
　本明細書で使用される場合、「実施者」は、臨床部門に配属され、患者のケアを担う医
師、看護師、または他の医療従事者である。実施者は、時には、「ユーザ」と呼ばれ、こ
れらの用語は、相互に置き換え可能であると考えるべきである。
【００３３】
　以下の記載のいくつかは、ソフトウェアまたはファームウェアに関連するという観点で
記載されており、実施形態は、ソフトウェア、ファームウェアおよびハードウェアの任意
の組み合わせを含め、記載されるようなソフトウェア、ファームウェアまたはハードウェ
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アにおいて本明細書に記載される特徴および機能を実行することができる。デーモン、ド
ライバ、エンジン、モジュールまたはルーチンとの言及は、任意の種類の実行にその実施
形態を限定することを示唆すると考えるべきではない。
【００３４】
　以下に記載するシステムは、医療従事者に、医療従事者が、表示されるデータを制御す
ることができるようにしながら、異なるタイムスケールでデータをより良く表示するため
にインターフェースを自動的に調整することが可能な、患者の生理学的なデータ歴を簡便
に、柔軟性のあるウェブベースのグラフィカルユーザインターフェースで見る様式を与え
る医療用患者モニタリングシステムを提供する。これに加え、特定の種類のデータが、従
来の紙による生理学的データが示されていたように、しかしさらなる可能性を有しつつ、
「ストリップビュー」に示されてもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、記録されたバイタルデータの傾向、アラーム、実験室での結
果および医薬を表示してもよい。他の実施形態では、電子医療記録システムにエキスポー
トされる可能性を有しつつ、メモリが示されていない心電図（ＥＣＧ）および他のイベン
トデータが見るために示されてもよく、別の重要な患者の履歴を見る可能性を与える。
【００３６】
　本明細書に記載されるユーザインターフェースによって、患者の病歴データを表示する
ことができ、患者の病歴データとしては、限定されないが、デバイスデータ、アラーム、
アラームの境界、生理学的データ、実験室での結果、医薬、入院、退院および転院（ＡＤ
Ｔ）の記録など、その下にあるプラットフォームによって捕捉され、管理される任意のシ
グナルを含む。一実施形態では、その下にあるプラットフォームは、ヒューストン、テキ
サスのＭｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｃｏｒｐ．によって与えられるＳｉｃ
ｋｂａｙ　Ｐｌａｔｆｏｒｍである。実施者は、以前の患者の入院または現在の入院を見
ることができる。患者が選択されたら、一実施形態では、ユーザには、過去１２時間のデ
フォルト患者データシグナルが提示される。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、その下にあるプラットフォームは、さまざまな期間（例えば
、１時間ごと、毎日）の患者の病歴データを自動的に計算してもよい。次いで、これらの
統計をＧＵＩ１００で見ることができる。利用可能な統計は、種々の実施形態では、以下
のものを含む。（ａ）平均；（ｂ）標準偏差（ＳＤ）；（ｃ）最大値；（ｄ）第三四分位
数；（ｅ）メジアン；（ｆ）第一四分位数および（ｇ）最小値。所望な場合、他の統計学
的指標が与えられてもよい。
【００３８】
　実施者は、１年間のデータになるようにズームアウトしてもよく、１秒間のデータ（１
回の心拍）になるようにズームダウンしてもよい。これらの境界は、例示であり、単なる
例であり、ズームする能力の他の境界が与えられてもよい。実施者は、どのデータを見る
かを決めることができ、適切な統計／まとめデータが与えられる。
【００３９】
　図１は、一実施形態に係る患者の病歴データを表示するためのグラフィカルユーザイン
ターフェース１００を示すスクリーンショットである。ＧＵＩ１００は、一実施形態では
、ウェブブラウザのウェブページに表示されるウェブベースのＧＵＩである。明確にする
ために、ＧＵＩを含むウェブページの外側にあるブラウザ要素は、図１から省かれている
が、当業者は、省かれている要素が、当該技術分野で知られているブラウザを含んでいて
もよいことを理解するだろう。ＧＵＩ１００は、機械およびオペレーティングシステムか
ら独立した様式で実行されてもよく、同じＧＵＩが、異なる種類のクライアントデバイス
で機能することができる。
【００４０】
　図１に示されるように、ＧＵＩ１００は、患者の具体的な情報（例えば、患者の名前ま
たは他の患者を特定する情報）と、位置情報（例えば、ベッドの識別子）を表示する患者
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のペイン１０５を含む。いくつかの実施形態では、患者のベッドが移動になったら、ベッ
ドの変更または位置の変更の指標を、患者のペイン１０５で見ることができてもよい。い
くつかの実施形態では、さらなるデータ（例えば、その患者の入院データ）が、患者のペ
イン１０５に表示されてもよい。いくつかの実施形態では、患者選択ウィジェット１３５
によって、ユーザ（例えば、医師または看護師）が、どの患者のデータをＧＵＩ１００に
表示するかを選択することができるだろう。いくつかの実施形態では、例えば、複数の臨
床スタッフによってディスプレイが使用される実施形態では、ＧＵＩのプレコンフィギュ
レーションが、どのユーザが現在ＧＵＩを使用しているかを選択することができるウィジ
ェット１３０と、あらかじめ保存しておいたコンフィギュレーション情報またはデフォル
トのコンフィギュレーションに基づくＧＵＩの初期コンフィギュレーションの使用によっ
て与えられてもよい。いくつかの実施形態では、表示のために選択される患者は、前の患
者、または現在の患者の初期の入院であってもよい。
【００４１】
　一実施形態では、コンフィギュレーションペイン１８０は、患者の病歴データの表示を
制御するウィジェットを与える。図１に示されるように、コンフィギュレーションペイン
１８０は、ＧＵＩ１００で見ることができる患者の病歴データに対応するデータと時間を
表示するタイムウィジェット１１５を含む。これは、開始時間、終了時間、またはその期
間の中点などの別の時間のうち、１つ以上であってもよい。期間ウィジェット１２０によ
って、ユーザは、ＧＵＩに表示される時間の長さ（例えば、多くの秒、分、時間、日、月
など）を定義することができる。ズームパンウィジェット１２５によって、実施者は、ズ
ームレベルを変えたり、前の時間または後の時間になるようにディスプレイをスクロール
したりすることができるだろう。いくつかの実施形態によって、実施者は、患者のデータ
をパンするために患者のデータをドラッグしたり、または患者のデータビューをズームし
たりなど、直接的なインタラクション技術を使用することもできる。実装は、患者のデー
タを迅速に現時点までスクロールする「現在にジャンプする」機能を可能にするためのウ
ィジェット１２７を含んでいてもよい。
【００４２】
　一実施形態では、ＥＣＧストリップウィジェット１４０によって、実施者は、以下にさ
らに詳細に記載するように、患者のデータのビューをストリップビューに切り替えること
ができる。
【００４３】
　タイムライン１４５は、表示されている現在の期間に対応する時間に関する情報を表示
してもよく、その期間に基づいて自動的に選択されるマーキングがタイムラインに含まれ
ている。いくつかの実施形態では、タイムウィジェット１１５に示される時間よりも前の
期間と、タイムウィジェット１１５に示される時間よりも後の期間が表示される。前の期
間および後の期間は、さまざまな量であってもよい。例えば、図１に示されるように、２
０１６年８月３０日２３：０２の４０秒間が表示されており、２３：０２より前の２０秒
間と、２３：０２から始まる２０秒間が表示されている。異なるタイムスケールの期間（
例えば、時間）が期間ウィジェットで選択される場合、タイムラインは、その期間に適切
なものになるように自動的に調整される。
【００４４】
　ナビゲーションペイン１１０によって、一実施形態では、ＧＵＩ１００で見るために選
択することができる利用可能な患者の病歴データを表示することができる。図１で拡大し
た状態で示されているが、ナビゲーションペインは、利用可能な患者の病歴データを任意
の簡便な様式（例えば、利用可能な患者のデータのサブフォルダを含む、図１に示される
フォルダのような構造）で表示してもよい。
【００４５】
　一実施形態では、現在のズームレベルで利用可能な患者の病歴データのみが、ナビゲー
ションペイン１１０で実施者に提示される。他の実施形態では、利用不可能な患者の病歴
データがナビゲーションペイン１１０で列挙されてもよいが、利用不可能であると示され
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ていてもよい。例えば、波形シグナルを、５分間より長い期間で選択することができない
場合、いくつかの実施形態は、淡色表示したシグナル名によってシグナルを表してもよい
。
【００４６】
　好ましくは、実施形態は、そのズームレベルで利用不可能なシグナルと、この患者につ
いて利用不可能なシグナルとを区別してもよい。例えば、動脈圧（ＡＰＢ）が、単にシス
テムが記録するシグナルであるため、ＡＰＢは、滞在する間にこの患者について記録され
なかった場合には、シグナルのリストに表示すべきではない。
【００４７】
　シグナルペイン１９０は、タイムライン１４５に沿って表示する患者の病歴データの１
つ以上のレーンのための領域を与える。図１に示されるように、２つのレーン１５０およ
び１６０が、患者のＥＣＧリードシグナル（トレース１５５）と動脈圧シグナル（トレー
ス１６５）を示すために選択されている。波形シグナルに基づかない患者の病歴データの
場合、以下に記載するように、他の種類のデータの表示を使用してもよい。図１では、第
３のレーン１７０は、さらなる患者のデータがナビゲーションペイン１１０で選択され、
レーン１７０にドラッグされてもよいことを示し、レーン１７０に、選択された患者のデ
ータが表示される。フォルダまたはサブフォルダが、ナビゲーションペイン１１０からレ
ーンにドラッグされると、全ての種類の患者のデータが、そのレーンで互いに重ね合わさ
れてもよい。一実施形態では、レーンは、そのレーンで全ての患者の病歴データを見るこ
とができるように、自動的にスケールが変えられる。他の実施形態では、実施者は、その
ペインでデータのある部分を見ることができなくなる場合であっても、患者のデータの望
ましいビューを与えるように、スケールを制御してもよい。
【００４８】
　図１に示される実施形態の配置およびウィジェットは、例示であり、単なる例であり、
所望な場合、他の配置およびウィジェットが使用されてもよい。例えば、図２は、ＧＵＩ
２００の別の実施形態を示し、ナビゲーションペイン２３０には、タブ付きのビューが使
用されており、図１のナビゲーションペイン１１０のフォルダビューの代わりに、ＧＵＩ
２００の底部に広がっている。
【００４９】
　例えば、図２に示されるＥＣＧシグナル上のポイント２１０をクリックするか、または
マウスを持っていくことによって、ＧＵＩ１００または２００に示される患者の病歴デー
タの一部を選択することによって、いくつかの実施形態では、ポップアップディスプレイ
２２０を見ることができるようになり、示されているポイントで患者のデータについての
詳細な情報を与えてもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、実施者は、タグ付けされているか、またはマークされたイベ
ントまたはセグメントに注釈を付けることを含め、データをタグ付けするか、またはイベ
ントまたはセグメントをマークする様式を与えられてもよい。いくつかの実施形態では、
データのタグ付けされているか、またはマークされたイベントまたはセグメントは、ある
タグから、次の、または以前のタグ付けされているイベントまたはセグメントにジャンプ
する様式を与えられていてもよい。いくつかの実施形態は、レビューするために他の実施
者にタグ情報を共有するか、または送ることができてもよい。
【００５１】
　図３は、患者のアラームデータが表示されているレーン３２０を示す図１の実施形態の
スクリーンショットである。図１のレーン１５０および１６０にあるシグナルのような波
形の代わりに、この例では、ドットまたは小さな円（例えば、ドット３３０）としてそれ
ぞれのアラームが示されている。アラーム指標の形状は、例示であり、単なる例であり、
各アラーム指標について他の形状を使用してもよい。この例では、アラームの色は、アラ
ームレベルに対応しており、そのため、例えば、灰色のドットは、アラームレベル１で示
されており、一方、黄色のドットは、アラームレベル５を示しており、赤色のドットは、
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アラームレベル６を示している。これは、アラーム情報の一般的な臨床施設での色コード
に対応している。
【００５２】
　アラームを示すドットまたは円に加え、一実施形態では、患者がそのアラームを有する
アラーム状態である時間の長さを示すために、小さなバー３４０が含まれている。小さな
バー３４０は、ドットの中央で始まり、アラームが発生したときを示しており、アラーム
状態が継続している時間の長さだけ、右に伸びている。図１に示される波形型のシグナル
と同様に、ドット３３０は、タイムラインに配置されているが、連続的な波形ではなく、
ポイントグラフが表示されている。
【００５３】
　図３では、ナビゲーションペイン１１０は、典型的には、インジケータ３１０をクリッ
クすることによって閉じられている。再びインジケータ３１０を操作すると、ナビゲーシ
ョンペイン１１０が再び開く。
【００５４】
　図４は、アラームの集合がヒストグラム４１０としてレーンに示されているＧＵＩ１０
０を示すスクリーンショットである。これは、実施者が、ナビゲーションペイン１１０（
今は閉じられている）からフォルダをレーンにドラッグし、そのフォルダの患者の病歴デ
ータの全てをレーンに入れてもよいことを示す。図４では、個々のアラームの発生を表示
する代わりに、ヒストグラム４１０が、タイムライン（この例では、１日までの期間設定
で、４時間）のそれぞれのタイムスロットでどれだけ多くのアラームが発生したかを表示
する。
【００５５】
　別の種類のデータが、図５のスクリーンショットに示されている。この例では、１６時
間の実験室での試験結果が、グラフライン５２０としてレーン５１０に示されている。そ
れぞれの実験室での試験結果は、グラフライン５２０上にドットとして示されており、直
線が、それぞれのドットを、前任者および後任者の実験室での結果の指標につないでいる
。エリア５３０は、この特定の実験室での試験についての正常な結果の範囲を示しており
、実施者は、示されたタイムラインの一部で（００：００より前と、０４：００から０８
：００までのいくらかのポイントで）、この例での実験室での結果が正常な範囲から外れ
ており、そのポイントで、その後に時間経過に伴って変動してはいるが、その後に正常な
範囲に落ちたことを簡単に見ることができる。
【００５６】
　図５の例では、レーン５２０に示されている患者の病歴データは、実験室での結果デー
タであるが、同じ技術を使用し、一実施形態では、患者に対して医薬を与えたことを記録
することができる。
【００５７】
　ここで図６を見ると、３つのレーン６１０～６３０が表示されており、それぞれにＥＣ
Ｇトレースがストリップビューで表示されており、測定を容易にするために、その下にグ
リッドを伴っている。この構成では、キャリパライン６４０および６５０が、レーン６１
０～６３０の上に挿入されていてもよく、実施者は、例えば、ポップアップエリア６６０
で表示されるように、情報を見ることができる。この例では、ＧＵＩ１００は、キャリパ
ライン６４０および６５０によって囲まれている５０２６．８８ｍｓの期間に、患者の心
拍が１１．９４拍／分であったことを表示している。キャリパライン６４０および６５０
の下にあるレーン６１０～６３０に患者の病歴データシグナルをスクロールし、パンする
ことによって、実施者は、例えば、キャリパライン６４０および６５０が元から配置され
ていた期間に関して、患者の心拍が増加しているか、または減少しているか、また、その
変化の大きさを容易に判定することができる。これにより、ストリップビューでルーラー
を用いて測定する従来の技術よりずっと簡単な技術が与えられる。
【００５８】
　ストリップビューでは、ＧＵＩ１００は、従来の患者のモニターで表示されるようにＥ
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ＣＧ比を補正するようにタイムスケールを調整し、適切なＥＣＧ分析のためのこのアスペ
クト比を固定する。実施者は、時間を前後にのみ移動させることができ、またはタイムウ
ィンドウを調整することができるが、アスペクト比は一定のままである。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、図６に示されるストリップビューの情報は、従来のストリッ
プビューフォーマットで紙に印刷することができる。ストリップに注釈を付け、ユニフォ
ームリソースロケータ（ＵＲＬ）ハイパーリンクを有する．ｐｄｆまたは．ｊｐｅｇファ
イルとして電子医療記録システムにエキスポートし、病歴ビューアプリケーションに戻す
ための方法が、いくつかの実施形態で与えられてもよい。いくつかの実施形態では、メデ
ィカルノートは、プラットフォームに保存されず、エキスポートされたストリップにのみ
含まれる。これにより、ボタンまたは他のユーザインタラクションエレメントが可能にな
る。
【００６０】
　図６のストリップビューレーンは、ＧＵＩ１００のメインウィンドウに表示されている
が、他の実施形態は、モーダルウィンドウ（例えば、図７に示されるモーダルウィンドウ
７１０）を使用してもよい。図７は、図６のキャリパライン６４０および６５０に対応す
る代替的なグラフィカルウィジェットも示しており、この代替的な実施形態では、図６の
全ての波形の代わりに、たった１つの波形にのみ広がっている。
【００６１】
　図６および７のキャリパラインは、いくつかの実施形態では、ストリップビューではな
い構成（例えば、図８のスクリーンショットで示されるようなもの）で使用されてもよい
。この例では、３つの第２の期間に基づくタイムラインが、キャリパライン８２０および
８３０を使用し、キャリパライン８２０および８３０によって示される３２１．０４ｍｓ
の期間（エリア８４０に表示される）の間に１８６．８９拍／分（ＢＰＭ）の心拍を示し
ている。これに加え、シャドウキャリパライン８５０が、タイムラインに等しいタイムス
パンで配置されてもよく、ストリップビューディスプレイの下にあるグリッドがなくても
、レーン８１０に示される波形の周期の変化の視覚的な指標を与える。したがって、測定
をしなくても、実施者は、この患者の心拍がこの３つの第２の期間の間に変化したことを
簡単に見ることができる。
【００６２】
　ここで図９を見ると、アラーム閾値が、患者の病歴データに適したガードレールまたは
閾値として表示されていてもよい。この例では、レーン９１０は、動脈圧波形９２０を示
し、ガードレール９３０および９４０は、レーン９１０に表示される期間全体のアラーム
設定を示す。アラーム設定がアップデートされると、ガードレールは、対応する時間で、
そのアップデートされたアラーム設定を反映し、したがって、この例では、下側ガードレ
ール９４０は、タイムラインの期間全体で一定のままであり、一方、上側ガードレール９
３０は、上側のアラーム設定に対応し、０２：００の後はわずかに上昇し、次いで、０６
：００の後はわずかに低下する。これらのガードレールによって、実施者には、表示され
ている患者の病歴データが、関心のある期間にアラーム状態であったときを見る簡単な様
式が与えられる。
【００６３】
　患者の病歴データの自動的な振幅のスケール変更に加え、ＧＵＩ１００は、いくつかの
実施形態では、その期間に基づく患者の病歴データの表示を変えてもよい。図１０～図１
５は、この変更を示す。図１０では、ＥＣＧリード波形１０１０が１０分間表示されてお
り、１分間のタイムスロットが得られ、多くの詳細を与える高解像度を有する。図１１～
１４で、この期間が長くなるにつれて、（図１１：３０分、図１２：１時間、図１３：５
時間、図１４：１１時間、期間ウィジェット１２０に示される通り）、さらに多くのＥＣ
Ｇ波形１０１０を連続して表示することができるが、解像度は連続して下がっていくため
、見ることができる詳細は減る。
【００６４】
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　図１５では、期間は１４時間まで長くなり、詳細は非常に少なく、大部分が平坦な線に
見える低解像度の波形が得られるだろう。低解像度の波形で詳細のいくつかが失われるた
め、一実施形態では、実施者によって構成可能な特定の閾値期間で、波形表示は、タイム
ラインに沿った部分的な間隔でのボックスプロットおよびバイオリンプロットの表示に変
えられる。一実施形態では、波形とボックスプロットの表示の切り替えは、１２時間を超
える任意の時間で自動的に行われる。
【００６５】
　ボックスプロットは、Ｊｏｈｎ　Ｗ．Ｔｕｋｅｙによって１９６９年に導入されたため
、時にはＴｕｋｅｙボックスプロットと呼ばれるが、数値データ群を四分位数によって図
示する技術である。ボックスプロットは、ノンパラメトリックである。ボックスプロット
は、その下にある統計的な分布を推定することなく、統計的な集合のサンプルにおける変
動を示す。ボックスの異なる部分間の空間は、データの分散度（広がり）と歪度を示し、
外れ値を示す。これにより、実施者は、種々のＬ推定量、特に、四分位範囲、ミッドヒン
ジ、レンジ、ミッドレンジ、トリム平均を視覚的に概算することができる。このボックス
の底部は、第三四分位数を示し、ボックスの上部は、第一四分位数を示し、一方、上部と
底部の間のバンドまたは変化は、第二四分位数またはメジアンを示す。
【００６６】
　図１５の例では、区別を容易にするために、メジアンより上のボックスプロットの部分
は、青色で示されており、一方、メジアンより下の部分は、白色で示されている。これら
の色は、例示であり、単なる例であり、他の色を使用してもよく、またはメジアンの位置
を、ボックスを横切る線によって示してもよい。いくつかの実施形態では、ひげ線が、さ
らなる情報（例えば、そのタイムラインのその位置での患者の病歴データの最小値と最大
値、または５％と９５％の信頼区間）を示すためにボックス１５１０から伸びており、他
の構成のひげ線を使用してもよい。いくつかの実施形態では、ひげ線の程度をそれぞれ見
るために、それぞれのひげ線に、ひげ線の端部にクロスハッチが置かれてもよい。所望な
場合、他の種類のボックスプロットが使用されてもよい。例えば、図１５のボックスプロ
ットは、一定幅のボックスプロットであるが、実施形態は、ボックスによってプロットさ
れるデータの群の大きさを示すことができるさまざまな幅のボックスプロットを含んでい
てもよく、ノッチを有するノッチ付きボックスプロットを含んでいてもよく、またはメジ
アンの周囲でボックスが狭くなってもよく、メジアンの違いの有意性に関して粗い指標を
与える。
【００６７】
　一実施形態では、図１５および図１６に示されるように、バイオリンプロット１５２０
が、ボックスプロット１５１０に重ね合わされている。バイオリンプロットは、ボックス
プロットとよく似た、数値データをプロットする方法であり、それぞれの側に、回転させ
たカーネル密度のプロットを有する。バイオリンプロットは、異なる値でのデータの確率
密度を示し、したがって、実施者が、データの分布とその確率密度を視覚化するのに役立
つ。他の実施形態は、バイオリンプロット１５２０を省き、ボックスプロット１５１０の
みを表示することができる。
【００６８】
　図１６は、ボックスプロットとバイオリンプロットを示す代替的なスクリーンショット
である。このスクリーンショットでは、実施者は、ボックスプロットに対応する統計情報
のポップアップ表示１６２０を生じるボックスプロット１６１０の１つを選択し、この例
では、患者の病歴データについて、日付と時間、平均、媒体、第一、第二、第三、第四の
四分位数の数値範囲を与えている。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、ＧＵＩ１００は、ＧＵＩシステムの一部として、または第三
者から与えられる知識ベース、例えば、ＦＲＥＳＨＤＥＳＫ（登録商標）知識ベースとし
てのヘルプまたはチュートリアル情報へのアクセスも与えてもよい。（ＦＲＥＳＨＤＥＳ
Ｋは、ＦｒｅｓｈＤｅｓｋ　Ｉｎｃ．の登録商標である。
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【００７０】
　図１７は、上述のＧＵＩ１００の使用に関連する事象の流れを示すフローチャート１７
００である。ブロック１７１０では、実施者は、ウェブブラウザにおいて、ＧＵＩ１００
のためのウェブページをロードする。これは、患者の病歴データウェブページに実施者を
向かわせる別のアプリケーションのリンクをクリックすることによって行われてもよい。
ブロック１７２０では、患者の病歴データのデータベースをＧＵＩ１００に接続し、実施
者は、ブロック１７３０において、上述のような見るための患者を選択する。ＧＵＩ１０
０で、選択された患者のための患者の病歴データを開くと、ブロック１７４０で、患者の
データのデフォルトビューが、ＧＵＩ１００に与えられてもよい（例えば、デフォルトデ
ータシグナルの最近１２時間のデータ）。これらのデフォルトは、いくつかの実施形態で
は、実施者によって構成されてもよく、臨床施設は、実施者が特別なデフォルトを確立し
ない限り、使用する施設ごとのデフォルトを与えてもよい。
【００７１】
　１７５０では、実施者は、上述の任意の様式でＧＵＩ１００を操作し、見るべき患者の
病歴データ、見るべき期間、ズームレベルなどを選択してもよい。いくつかの実施形態で
は、ＧＵＩ１００の設定は、セッションごとに保持されてもよく、その結果、実施者は、
患者の病歴データの実施者ごとまたは患者ごとのデフォルトビューを設定してもよい。
【００７２】
　ブロック１７６０では、実施者は、さらに見るため、または分析のために、患者の病歴
データの一部または全てを印刷するか、またはＧＵＩ１００の外部のシステムにエキスポ
ートするよう選択してもよい。例えば、いくつかの実施形態では、患者の病歴データは、
電子医療記録（ＥＭＲ）システムにエキスポートすることができる。
【００７３】
　図１８は、一実施形態に従って、上述のユーザインターフェースを配置することができ
るヘルスケア環境において、任意のデータを集め、アーカイブし、処理するためのシステ
ム１８００を示すブロック図である。
【００７４】
　示されているように、データ獲得（ＤＡＱ）サーバ１８８７、インフォマティクスサー
バ１８８０、データベースサーバ１８８５、ヘルスレベル７（ＨＬ７）サーバ１８８３、
ウェブサーバ１８９０の５種類のサーバが存在する。所望な場合、任意の数の任意の種類
のサーバが配置されてもよい。全てのサーバ１８８０～１８９０が、１つ以上の病院ネッ
トワーク１８３０を介し、互いに接続し、ベッド脇のモニターに接続している。１つの病
院Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワーク１８３０として示されているが、任意の所望なネットワ
ークプロトコルと技術を用い、任意の数に相互接続されたネットワークを使用してもよい
。
【００７５】
　ベッド１８１０にいる患者のための生理学的データをモニタリングするための多くのベ
ッド脇のモニターにも、病院ネットワーク１８３０が接続させている。これらのベッド脇
のモニターは、デジタル生理学的データを病院ネットワーク１８３０に送ることができる
ネットワークに接続したモニター１８２０Ａと、デジタルデータを作成するが、ネットワ
ークには直接つながっていないシリアルデバイス１８２０Ｂと、アナログデータを作成し
、ネットワークには直接つながっていないアナログデバイス１８２０Ｃとを備えていても
よい。通信ボックス１８４０Ａおよび１８４０Ｂによって、典型的には、ネットワークス
イッチ１８５０を介して、シリアルデバイス１８２０Ｂとアナログデバイス１８２０Ｃを
それぞれ病院ネットワーク１８３０に接続することができる。これに加え、以下に記載す
るようにデータ操作と同期を行うために、サブステーション１８６０も、ネットワークス
イッチ１８５０を介してネットワーク１８３０に接続していてもよい。ベッド１８１０に
いる患者のための医師および他の医療スタッフによって助言可能に決定されるように、任
意の数のベッド脇のモニター１８２０を使用してもよい。
【００７６】
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　図１８に示されるように、ベッド脇のモニターおよび関連する通信デバイスは、病院ネ
ットワーク１８３０に直接的または間接的に接続しているが、離れた位置にあるベッド脇
をモニタリングするデバイス（例えば、ホームモニタリングデバイス）を、間接的にイン
ターネットを介し、または他の通信技術を介し、病院ネットワーク１８３０に接続したシ
ステム１８００の一部として使用してもよい。
【００７７】
　さらに、１つ以上の調査コンピュータ１８７０を、病院ネットワーク１８３０に間接的
または直接的に接続してもよく、調査者が、分析および開発を行うために、ベッド脇のモ
ニター１８２０から集めたまとめられたデータにアクセスすることができる。
【００７８】
　データベースサーバ１８８５は、患者の病歴データのデータベースを保存するような構
成であり、患者の病歴データを表示するための患者の病歴データのグラフィカルインター
フェイス１００に接続していてもよい。
【００７９】
　ウェブサーバ１８９０は、ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ（ＨＴＴＰ）を用い、ウェブブラウザインターフェースを介し、ラップトップ１８９５
Ａ、タブレット１８９５Ｂまたはスマートフォン１８９５Ｃなどの個人用デバイスと通信
するような構成である。
【００８０】
　ここで図１９を参照すると、サーバ４８０～４９０の１つとして使用するためのコンピ
ュータの一例１９００が、ブロック図の形態で示されている。コンピュータの一例１９０
０は、システムユニット１９１０を含み、システムユニット１９１０は、場合により、入
力デバイスまたはシステム１９６０（例えば、キーボード、マウス、タッチスクリーンな
ど）およびディスプレイ１９７０に接続していてもよい。プログラム記憶デバイス（ＰＳ
Ｄ）１９８０（時には、ハードディスクと呼ばれる）が、システムユニット１９１０と共
に含まれている。システムユニット１９１０には、ネットワークを介して他の計算デバイ
スおよび企業のインフラデバイス（図示せず）と通信するためのネットワークインターフ
ェース１９４０も含まれている。ネットワークインターフェース１９４０は、システムユ
ニット１９１０の中に含まれていてもよく、またはシステムユニット１９１０に対して外
部にあってもよい。いずれの場合でも、システムユニット１９１０は、ネットワークイン
ターフェース１９４０に通信可能に連結している。プログラム記憶デバイス１９８０は、
限定されないが、リムーバブルメディアを含むソリッドステート、記憶エレメントを含め
、光学および磁気の全ての形態を含む任意の形態の不揮発性記憶を表し、システムユニッ
ト１９１０の中に含まれていてもよく、またはシステムユニット１９１０に対して外部に
あってもよい。システムユニット１９１０を制御するためのソフトウェア、コンピュータ
１９００によって使用するためのデータの格納のためにプログラム記憶デバイス１９８０
を使用してもよい。
【００８１】
　システムユニット１９１０は、本開示の方法を実施するようにプログラムされていても
よい。システムユニット１９１０は、プロセッサユニット（ＰＵ）１９２０、入出力（Ｉ
／Ｏ）インターフェース１９５０およびメモリ１９３０を備えている。プロセッサユニッ
ト１９２０は、任意のプログラム可能なコントローラデバイス、例えば、Ｉｎｔｅｌ　Ｃ
ｏｒｐ．および他の製造業者から入手可能なマイクロプロセッサを備えていてもよい。メ
モリ１９３０は、１つ以上のメモリモジュールを含んでいてもよく、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、プログラム可能なリードオンリーメ
モリ（ＰＲＯＭ）、プログラム可能なリードライトメモリおよびソリッドステートメモリ
を含んでいてもよい。当業者は、ＰＵ１９２０が、例えば、キャッシュメモリを含むいく
つかの内部メモリも含んでいてもよいことを認識するだろう。
【００８２】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェアのうち１つ、またはこ
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格納された命令として実装されてもよく、本明細書に記載する操作を行うために、少なく
とも１つの処理要素によって読み込まれ、実行されてもよい。コンピュータ可読記憶媒体
は、機械（例えば、コンピュータ）によって読み取ることができる形態で情報を保存する
ための任意の一時的ではない機構を含んでいてもよい。例えば、コンピュータ可読記憶デ
バイスは、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気
ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、および他の記憶デバイス
および媒体を含んでいてもよい。
【００８３】
　実施形態は、本明細書に記載されるように、ロジックまたは多くの構成要素、モジュー
ルまたは機構を含んでいてもよく、これらで操作されてもよい。モジュールは、本明細書
に記載の操作を行うために、１つ以上の処理要素に通信可能に連結されるハードウェア、
ソフトウェアまたはファームウェアであってもよい。モジュールは、ハードウェアモジュ
ールであってもよく、その場合、モジュールは、具体的な操作を行うことができる有形物
であると考えてもよく、特定の様式で構成されるか、または配置されてもよい。回路は、
モジュールとして具体的な様式で配置されてもよい（例えば、内部で、または他の回路な
どの外部の物体と共に）。１つ以上のプログラム可能なデバイス（例えば、スタンドアロ
ン型クライアントまたはサーバコンピュータシステム）または１つ以上のハードウェア処
理要素の全体または一部は、具体的な操作を行うための操作を行うモジュールとして、フ
ァームウェアまたはソフトウェア（例えば、命令、アプリケーションの一部またはアプリ
ケーション）によって構成されていてもよい。ソフトウェアは、コンピュータ可読媒体に
保持されていてもよい。ソフトウェアは、その下にあるモジュールのハードウェアによっ
て実行される場合、ハードウェアに、具体的な操作を行わせる。したがって、ハードウェ
アモジュールとの用語は、具体的な様式で操作するために、または本明細書に記載する任
意の捜査の一部または全てを行うために、特定的に構成され（例えば、ハードウェアによ
る）、または短い時間（例えば、一時的に）構成される（例えば、プログラムによる）、
物理的に構築される物体である有形の物体を包含すると理解される。モジュールが、短い
時間構成される場合、それぞれのモジュールは、時間内の任意の瞬間にイニシャライズさ
れる必要はない。例えば、モジュールが、ソフトウェアを使用するような構成の汎用ハー
ドウェア処理要素を含む場合、汎用ハードウェア処理要素は、異なる時間でそれぞれの異
なるモジュールとして構成されてもよい。したがって、ソフトウェアは、例えば、ある時
間には特定のモジュールを構成し、異なる時間には異なるモジュールを構成するように、
ハードウェアプロセッサをプログラムしてもよい。また、モジュールは、本明細書に記載
する方法論を行うために操作されるソフトウェアまたはファームウェアモジュールであっ
てもよい。
【００８４】
　特定の例示的な実施形態を詳細に記載し、添付の図面に示してきたが、このような実施
形態は、単なる例であり、以下の特許請求の範囲によって決定される基本的な範囲から逸
脱せずに考案されるものではないことが理解されよう。
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月30日(2019.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブベースの医療用患者モニタリングシステムであって、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサに連結し、患者の病歴データを受信し、表示するための命令
が保存されている、メモリとを備えており、実行すると、前記１つ以上のプロセッサに、
　　患者の病歴データを受信させ、
　　グラフィカルユーザインターフェースに、選択した患者の病歴データを表示させる命
令を含んでおり、前記グラフィカルユーザインターフェースは、
　　　患者を特定する情報を表示するように適応した、患者のペインと、
　　　前記患者のペインで特定された患者に関連する患者の病歴データの所定の期間のレ
ーンを表示するように構成され、前記レーンに表示される前記患者の病歴データのフォー
マットが、ズーミングレベルに基づいて自動的に調整される、シグナルペインと、
　　　前記シグナルペイン中の患者の病歴データの表示を制御するように適応した、コン
フィギュレーションペインと、
　　　利用可能な病歴データの選択可能な指標を表示するように構成された、ナビゲーシ
ョンペインとを備える、ウェブベースの医療用患者モニタリングシステム。
【請求項２】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、ユー
ザ入力に応答した患者の病歴データをパンさせるか、またはスクロールさせる命令を含む
、請求項１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項３】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、
　　閾値ズーミングレベルを超えるズーミングレベルに応答してレーンのタイムサブイン
ターバルについてのボックスプロットを表示させ、閾値ズーミングレベルより小さいズー
ミングレベルに応答して波形を表示させ、且つ
　　前記ボックスプロットに対応する分布情報を示すバイオリンプロットを表示させる、
　命令を含む、請求項１または２に記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項４】
　前記命令が、さらに、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記シグナルペイ
ンのレーンにおける患者に関連するイベントをプロットさせる命令を含み、前記患者に関
連するイベントが、実験室での結果または前記患者への医薬の提供を含む、請求項１乃至
３のいずれかに記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項５】
　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択した患
者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、
　　前記シグナルペインのストリップビューレーンに患者の心電図データを表示させ、前
記ストリップビューレーンが、心電図デバイスからのストリップの印刷に対応するように
構成され、且つ
　　前記ストリップビューレーンにキャリパラインの対を表示させ、前記ストリップビュ
ーレーンが、前記キャリパラインの対の下でパン可能であるか、またはスクロール可能で
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ある、
　命令を含む、請求項１乃至４のいずれかに記載の医療用患者モニタリングシステム。
【請求項６】
　内科患者をモニタリングする方法であって、
　ウェブベースのグラフィカルユーザインターフェースのシグナルペインのレーンに患者
の病歴データを表示することと、
　ズーミングレベルに基づき、表示される患者の病歴データのフォーマットを自動的に調
整することであり、前記表示される患者の病歴データのフォーマットが、閾値ズーミング
レベルを超えるズーミングレベルに応答して、ボックスプロットと、該ボックスプロット
に対応する分布情報を示すバイオリンプロットを含む、調整することと、
　前記患者の病歴データに対応するアラームの境界を表示することと、
　複数の利用可能な患者の病歴データの種類から、前記患者の病歴データを選択すること
とを含む、方法。
【請求項７】
　ユーザ入力に応答して、前記表示される患者の病歴データをパンするか、またはスクロ
ールすること、
　をさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　波形ではない患者に関連するイベントを前記シグナルペインの第２のレーンに表示する
こと、
　をさらに含む請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記グラフィカルユーザインターフェースのナビゲーションペインに、利用可能な患者
の病歴データの種類を表示することと、
　ユーザ入力に応答して、前記シグナルペインのレーンに表示するための利用可能な患者
の病歴データの種類から、ある種類の患者の病歴データを選択することと、
　をさらに含む請求項６乃至８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記患者の病歴データが、心電図データを含み、当該方法はさらに、
　心電図ストリップビューとして前記レーンを表示することと、
　前記レーンの前記心電図データを自動的にスケール変更することと、
　前記心電図ストリップビューのキャリパラインの対を表示することと、
　前記キャリパラインの対の下で、前記心電図ストリップビューをパンするか、またはス
クロールすることと
　を含む、請求項６乃至９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　一時的ではないコンピュータ可読媒体であって、医学的な患者の病歴情報をモニタリン
グするための命令が保存されており、実行されると、医療用患者モニタリングシステムに
、
　モニタリングされた患者に関連する患者の病歴データを選択させ、
　前記選択した患者の病歴データを、ウェブベースのグラフィカルユーザインターフェー
スに表示させ、前記グラフィカルユーザインターフェースが、
　　複数のレーンを含み、それぞれが、前記モニタリングされた患者に対応する前記選択
した患者の病歴データの所定の時間間隔を表示するような構成のシグナルペインを含み、
グラフィカルユーザインターフェースが、ズーミングレベルに基づき、前記選択した患者
の病歴データのフォーマットを自動的に調整し、
　ユーザ入力に応答して患者の病歴データをパンさせるか、またはスクロールさせる、
　命令を含む、一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記フォーマットが、閾値ズーミングレベルを超えるズーミングレベルに応答してタイ
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ムサブインターバルについてのボックスプロットを含み、前記フォーマットが、前記閾値
ズーミングレベルを超えないズーミングレベルに応答して前記患者の病歴データの波形を
含む、請求項１１に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記フォーマットが、さらに、前記患者の病歴データの分布を示す前記タイムサブイン
ターバルについてのバイオリンプロットを含む、請求項１２に記載の一時的ではないコン
ピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、
　前記シグナルペインの複数のレーンの１つのレーンに、患者に関連するイベントをプロ
ットさせる命令を含み、
　前記患者に関連するイベントが、実験室での結果または医薬の提供を含む、
請求項１１乃至１３のいずれかに記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　前記患者の病歴データが、心電図データを含み、
　実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、心電図ストリップビューに前
記患者の病歴データを表示させる命令を含み、
　前記グラフィカルユーザインターフェースが、さらに、ニューザ入力に応答して配置さ
れるキャリパの対を含む、
　請求項１１乃至１４のいずれかに記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　さらなる実施形態は、以下を含む。
１．　ウェブベースの医療用患者モニタリングシステムであって、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサに連結し、患者の病歴データを受信し、表示するための命令
が保存されている、メモリとを備えており、実行すると、前記１つ以上のプロセッサに、
　　患者の病歴データを受信させ、
　　グラフィカルユーザインターフェースに、選択した患者の病歴データを表示させる命
令を含んでおり、前記グラフィカルユーザインターフェースは、
　　　患者を特定する情報を表示するように適応した、患者のペインと、
　　　前記患者のペインで特定された患者に関連する患者の病歴データの所定の期間のレ
ーンを表示するように構成され、前記レーンに表示される前記患者の病歴データのフォー
マットが、ズーミングレベルに基づいて自動的に調整される、シグナルペインと、
　　　前記シグナルペイン中の患者の病歴データの表示を制御するように適応した、コン
フィギュレーションペインと、
　　　利用可能な病歴データの選択可能な指標を表示するように構成された、ナビゲーシ
ョンペインとを備える、ウェブベースの医療用患者モニタリングシステム。
２．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択し
た患者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、
ユーザ入力に応答した患者の病歴データをパンさせるか、またはスクロールさせる命令を
含む、１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
３．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択し
た患者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、
閾値ズーミングレベルを超えるズーミングレベルに応答してレーンのタイムサブインター
バルについてのボックスプロットと、閾値ズーミングレベルより小さいズーミングレベル
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に応答した波形を表示させる命令を含む、１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
４．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、ボックスプロットを表示させる命令が、
さらに、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、ボックスプロットと、ボックスプ
ロットに対応する分布情報を示すバイオリンプロットを表示させる命令を含む、３に記載
の医療用患者モニタリングシステム。
５．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択し
た患者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、
前記患者の病歴データに対応するアラーム境界を表示させる命令を含む、１に記載の医療
用患者モニタリングシステム。
６．　前記命令が、さらに、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記シグナル
ペインのレーンにおける患者に関連するイベントをプロットさせる命令を含む、１に記載
の医療用患者モニタリングシステム。
７．　前記患者に関連するイベントが、実験室での結果または前記患者への医薬の提供を
含む、６に記載の医療用患者モニタリングシステム。
８．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択し
た患者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、
前記シグナルペインのストリップビューレーンに患者の心電図データを表示させる命令を
含み、前記ストリップビューレーンが、心電図デバイスからのストリップの印刷に対応す
るような構成である、１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
９．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、ストリップビューレーンに患者の心電図
データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記ストリッ
プビューレーンにキャリパラインの対を表示させる命令を含み、前記ストリップビューが
、前記キャリパラインの対の下でパン可能であるか、またはスクロール可能である、８に
記載の医療用患者モニタリングシステム。
１０．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、前記シグナルペインのレーンに患者の
病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記患者
の病歴データを自動的にスケール変更させる命令を含む、１に記載の医療用患者モニタリ
ングシステム。
１１．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、前記シグナルペインのレーンに患者の
病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに、前記レー
ンに複数の患者の病歴データを表示させ、自動的にスケール変更して前記複数の患者の病
歴データを表示させる命令を含む、１に記載の医療用患者モニタリングシステム。
１２．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択
した患者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに
、アラームレベルのヒストグラムとしてアラームデータを表示させる命令を含む、１に記
載の医療用患者モニタリングシステム。
１３．　実行されると、１つ以上のプロセッサに、グラフィカルインターフェイスに選択
した患者の病歴データを表示させる命令が、実行されると、前記１つ以上のプロセッサに
、キャリパの対をキャリパ幅で表示させ、前記シグナルペインのレーンに沿って前記キャ
リパ幅で空間があけられたシャドウキャリパの列を表示させる命令を含む、１に記載の医
療用患者モニタリングシステム。
１４．　内科患者をモニタリングする方法であって、
　ウェブベースのグラフィカルユーザインターフェースのシグナルペインのレーンに患者
の病歴データを表示することと、
　ズーミングレベルに基づき、表示された患者の病歴データのフォーマットを自動的に調
整することと、
　ユーザ入力に応答して、前記表示された患者の病歴データをパンするか、またはスクロ
ールすることと、
　複数の利用可能な患者の病歴データの種類から、前記患者の病歴データを選択すること
とを含む、方法。
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１５．　前記表示された患者の病歴データのフォーマットが、ボックスプロットと、前記
ボックスプロットに対応する分布情報を示すバイオリンプロットを含む、１４に記載の方
法。
１６．　前記患者の病歴データに対応するアラームの境界を表示することをさらに含む、
１４に記載の方法。
１７．　１４に記載の方法であって、
　波形ではない患者に関連するイベントを前記シグナルペインの第２のレーンに表示する
ことをさらに含む、方法。
１８．　１４に記載の方法であって、
　前記グラフィカルユーザインターフェースのナビゲーションペインに、利用可能な患者
の病歴データの種類を表示することと、
　ユーザ入力に応答して、前記シグナルペインのレーンに表示するための利用可能な患者
の病歴データの種類から、ある種類の患者の病歴データを選択することとをさらに含む、
方法。
１９．　１４に記載の方法であって、前記患者の病歴データが、心電図データを含み、さ
らに、
　心電図ストリップビューとして前記レーンを表示することを含む、方法。
２０．
　前記レーンの前記心電図データを自動的にスケール変更することをさらに含む、１９に
記載の方法。
２１．　前記心電図ストリップビューのキャリパラインの対を表示することをさらに含む
、１９に記載の方法。
２２．　前記キャリパラインの対の下で、前記心電図ストリップビューをパンするか、ま
たはスクロールすることをさらに含む、２１に記載の方法。
２３．　前記シグナルペインが、複数のレーンを含み、それぞれが、異なる１つ以上の種
類の患者の病歴データを表示する、１４に記載の方法。
２４．　前記患者の病歴データが、患者のアラームデータ歴を含む、１４に記載の方法。
２５．　前記患者の病歴データを表示することが、前記患者のアラームデータ歴のヒスト
グラムを表示することを含む、２４に記載の方法。
２６．　前記患者の病歴データが、波形ではないデータを含む、１４に記載の方法。
２７．　前記波形ではないデータが、実験室での結果または医薬の提供を含む、２６に記
載の方法。
２８．　１４に記載の方法であって、さらに、
　前記患者の病歴データの上に、キャリパ幅でキャリパラインの対を表示させることと、
前記患者の病歴データの上に、前記キャリパ幅の間隔でシャドウキャリパの列を表示させ
ることと、
　前記キャリパラインの対と、前記シャドウキャリパの列を除去することとを含む、方法
。
２９．　前記グラフィカルユーザインターフェースのコンフィギュレーションペイン中で
患者を選択することをさらに含み、前記患者の病歴データが、前記選択した患者に対応す
る患者の病歴データである、１４に記載の方法。
３０．　一時的ではないコンピュータ可読媒体であって、医学的な患者の病歴情報をモニ
タリングするための命令が保存されており、実行されると、医療用患者モニタリングシス
テムに、
　モニタリングされた患者に関連する患者の病歴データを選択させ、
　前記選択した患者の病歴データを、ウェブベースのグラフィカルユーザインターフェー
スに表示させ、前記グラフィカルユーザインターフェースが、
　　複数のレーンを含み、それぞれが、前記モニタリングされた患者に対応する前記選択
した患者の病歴データの所定の時間間隔を表示するような構成のシグナルペインを含み、
グラフィカルユーザインターフェースが、ズーミングレベルに基づき、前記選択した患者
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の病歴データのフォーマットを自動的に調整する、一時的ではないコンピュータ可読媒体
。
３１．　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、
ユーザ入力に応答して患者の病歴データをパンさせるか、またはスクロールさせる命令を
含む、３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
３２．　前記フォーマットが、閾値ズーミングレベルを超えるズーミングレベルに応答す
るタイムサブインターバルについてのボックスプロットを含み、前記フォーマットが、前
記閾値ズーミングレベルを超えないズーミングレベルに応答して前記患者の病歴データの
波形を含む、３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
３３．　前記フォーマットが、さらに、前記患者の病歴データの分布を示す前記タイムサ
ブインターバルについてのバイオリンプロットを含む、３２に記載の一時的ではないコン
ピュータ可読媒体。
３４．　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、
　前記患者の病歴データに対応するアラームの境界を表示させる命令を含む、３０に記載
の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
３５．　前記命令が、さらに、実行されると、前記医療用患者モニタリングシステムに、
　前記シグナルペインの複数のレーンの１つのレーンに、患者に関連するイベントをプロ
ットさせる命令を含む、３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
３６．　前記患者に関連するイベントが、実験室での結果または医薬の提供を含む、３５
に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
３７．　前記患者の病歴データが、心電図データを含み、実行されると、前記医療用患者
モニタリングシステムに、心電図ストリップビューに前記患者の病歴データを表示させる
命令を含む、３０に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
３８．　前記グラフィカルユーザインターフェースが、さらに、ニューザ入力に応答して
配置されるキャリパの対を含む、３７に記載の一時的ではないコンピュータ可読媒体。
　特定の例示的な実施形態を詳細に記載し、添付の図面に示してきたが、このような実施
形態は、単なる例であり、以下の特許請求の範囲によって決定される基本的な範囲から逸
脱せずに考案されるものではないことが理解されよう。
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